
広島県呉市 

報道発表資料 

令和２年５月１日 

都市部交通政策課 

0823-25-3238 

 

 

 

 

 

この度の国内における新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，しまなみ海運株式会

社が運航する小長～明石航路及び大長～竹原航路について，次のとおり減便するとの連絡が

ありましたので，報告いたします。 

 

１ 減便実施期間 

令和２年５月３日（日）から６月３０日の間 

 

２ 減便航路及び減便時刻 

 (1)小長～明石航路        (2)大長～竹原航路 

  

  

※  の箇所を減便する。 

小長～明石航路及び大長～竹原航路の減便について 

 


